
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024(令和 6)年 4月 1日 

 

株式会社 吉田の介護 
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1  ケアプランセンターこころの宿 

居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

当事業所はご利用者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の

概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通りご説明申

し上げます。 

 

◆居宅介護支援とは 

ご利用者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切

に利用することができるよう、次のサービスを実施します。 

◇ご利用者の心身の状況やご希望をお伺いして、「居宅サービス計画（ケアプラン）」

を作成します。 

◇ご利用者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、指定居

宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を

把握します。 

◇必要に応じて、事業者とご利用者側双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更

します。 

 

1. 事業者 

１ 法人名 株式会社 吉田の介護 

２ 法人所在地 群馬県伊勢崎市曲沢町３８２－１ 

３ 電話番号 ０２７０－２０－２５５６ 

４ 代表者氏名 代表取締役 藤生伸也 

５ 設立年月 平成２３年１１月１０日 

 

2. 事業所の概要 

１ 事業所の種類 指定居宅介護支援事業所・令和４年１月１日 伊勢崎市指定 

介護保険指定事業所番号 １０７０４０３７９３ 

２ 事業所の目的 株式会社吉田の介護が開設するケアプランセンターこころの

宿（以下「事業所」という）が行う指定居宅介護支援事業（以

下「事業」という）の適正な運営を確保する為に人員及び管理

運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護

状態にある高齢者（以下「要介護者」という）に対し、適正な

指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 

３ 事業所の名称 ケアプランセンターこころの宿 

４ 事業所の所在地 群馬県伊勢崎市曲沢町３８２－１ 

５ 電話番号 ０２７０－２０－２５５６ 

６ 施設長(管理者) 鈴木 愛 

７ 運営方針 事業所の介護支援専門員は、事業の提供にあたって次の事項に

努めるものとする。 



 

2  ケアプランセンターこころの宿 

居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

一 要介護状態になった場合においても、ご利用者が可能な 

  限りその居宅に於いてその有する能力に応じ自立した日常 

  生活を営むことが出来るよう配慮すること 

二 ご利用者の心身の状況その置かれている環境等に応じて、 

  ご利用者が選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉 

  サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供され 

  るよう配慮すること 

三 ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者に提供される 

  指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービ 

  ス事業者に不当に偏することのないよう公平中立に行うこ 

  と 

８ 開設年月 平成２８年１月 

９ 第三者評価の実施状況 

実施の有無 □有 ■無 

 

あり 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況 □有 ■無 

 

3. 事業実施地域及び営業時間 

１ 通常の事業の実施 伊勢崎市、前橋市、みどり市、桐生市、玉村町とする。 

２ 営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から金曜日(祝日を含む)までとする。 

※年末年始(１２/３０～１/２)は休日とする。 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分までとする。 

 

4. 職員の配置状況 

１ 当事業所では、ご利用者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員とし

て、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定基準を遵

守しています。 

一 管理者 １名（介護支援専門員と兼務） 

管理者は事業所を代表し、業務の総括の任にあたる。 

二 介護支援専門員 １名 

介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたる。 

 

5. 当事業所が提供するサービスと利用料金 

１ 当事業所では、居宅介護支援費（Ⅰ）として次のサービスを提供します。 

２ サービスの内容 



 

3  ケアプランセンターこころの宿 

居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

一 居宅サービス計画の作成 

ご利用者のご家庭を訪問して、ご利用者の心身の状況、置かれている環境

等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サー

ビス、福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的

かつ効果的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 

居宅サービス計画の作成の流れ 

(a) 事業者は介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担

当させます。 

(b) 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居

宅サービス事業者等(※)に関するサービスの内容、利用料等の情報を

適正にご利用者側に対して提供してサービスの選択を求めます。 

(※)介護支援専門員は、ご利用者に対して居宅サービスの内容が特定 

 の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 

・指定居宅サービスの選定にあたっては、ご利用者やその家族から 

 複数の事業所の紹介を求めることが可能です。 

・また、選定された当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求め 

 ることが可能です。 

(c) 介護支援専門員は、ご利用者側の置かれた状況等を考慮して、ご利用

者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する

上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

(d) 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込

んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区

分した上で、その種類、内容、利用料等についてご利用者側に対して

説明し、同意を得た上で決定するものとします。 

二 居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

(a) ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 

(b) 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅

サービス事業者等との連絡調整を行います。 

(c) ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を

行います。 

三 居宅サービス計画の変更 

ご利用者側が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居

宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者側双方

の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

四 介護保険施設への紹介 

ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められ

る場合又は介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険



 

4  ケアプランセンターこころの宿 

居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

 

３ サービス利用料金 

一 居宅介護支援に関するサービス利用料金について、法律の規定に基づき、

事業者がご利用者の代理として、介護保険からサービス利用料金に相当す

る給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご利用者側の自己負担はあり

ません。 

二 但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサー

ビス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサ

ービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。 

 

三 利用料金（基本） 

 ・介護支援専門員の１人あたりの担当件数を４０未満とします。 

 （取扱件数４５未満） 

 ・１単位を１０．２１円として計算します。 

内  容 金  額 

居宅介護支援費（Ⅰ） 

 要介護１～２ １１，０８８円／月 

 要介護３～５ １４，４０６円／月 

 

四 利用料金（加算） 

 

 

内  容 金  額 

初回加算 ３，０６３円／月 

 

新規に居宅サービスを作成する利用者に対し指定居宅介護支援を行なっ

た場合、又は要介護状態区分が２段階以上変更となった利用者に対し指定

居宅支援を行なった場合に加算されます。 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２，５５２円／月（１回を限度） 

 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに（従前は入院してから３日

以内に）、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情

報を提供していること。 

※入院日以前の情報提供を含む。 

※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を

含む。 



 

5  ケアプランセンターこころの宿 

居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

 

 

6. サービスの利用に関する留意事項 

１ 守秘義務等 

一 事業者、介護支援専門員又は従業員は、居宅介護支援を提供する上で知り

得たご利用者等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。こ

の守秘義務は、契約の終了した後も継続します。ただしこれにかかわらず、

ご利用者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合

には、ご利用者等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

7. 個人情報の取り扱い 

１ 利用目的 

当事業所では、ご利用者から提供されたご利用者本人および身元引受人・ご家族

等に関する個人情報を、下記の目的以外に使用致しません。 

一 ご利用者に提供する介護サービス等 

二 介護保険事務 

三 ご利用者のために行う管理運営業務（入退所等の管理、会計、事故報告、

介護・医療サービスの向上等） 

四 事業所のために行う管理運営業務（介護サービスや業務の維持、改善の基

礎資料の作成、事業所等において行われる学生等の実習への協力、職員の

教育のために行う事例研究等） 

２ 第三者への提供 

当事業所では、下記の利用目的のためにご利用者および身元引受人・ご家族等の

個人情報を第三者に提供することがあります。 

一 介護保険事務などの施設業務の一部を外部事業者へ業務委託を行う場合 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２，０４２円／月（１回を限度） 

 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に（従前は入院し

てから４日以上７日以内に）、当該病院又は診療所の職員に対して当該利

用者に係る必要な情報を提供していること。 

※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して３日目が

営業日でない場合は、その翌日を含む。 

同一建物減算 所定単位数×９５／１００ 

 

以下のいずれかに該当する利用者にケアマネジメントを行う場合、減算が

適用になります。 

・居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、

隣接する敷地内の建物に住む利用者 

・居宅介護支援事業所の利用者が 1月あたり 20人以上住む建物（上記を

除く）に住む利用者 



 

6  ケアプランセンターこころの宿 

居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

二 他の介護事業所等との連携（サービス担当者会議等）及び連絡調整が必要

な場合 

三 ご利用者の受診等にあたり、外部の医師の意見・助言を求めるため会議記

録やケアプラン等を提供する場合 

四 家族・身元引受人等への心身状態や生活状況の説明 

五 研修等の実習生やボランティアの受け入れにおいて必要な場合 

六 保険事務の委託（一部委託含む） 

七 損害賠償保険などの請求に係る保険会社等への相談又は届出等 

八 保険者等、行政機関や他の関係機関からの照会への回答 

九 外部監査機関、評価機関等への情報提供 

十 介護保険審査支払機関へのレセプト請求及び介護保険審査支払機関から

の照会への回答 

 

8. 事故発生時の対応について 

１ 当事業所では、サービスの提供により事故が発生した場合は、すみやかに市町村、

契約者又はご利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じさせて頂き

ます。また、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録することと致します。 

２ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものと

致します。 

３ 当事業所において、当事業所の責任により契約者及び代理人に対して生じた損害

については、すみやかに損害賠償をさせて頂きます。ただし、その損害の発生に

ついて、契約者及び代理人に故意又は過失が認められる場合には、契約者及び代

理人の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合に限り、当事業所の

損害賠償額を減じる場合があります。 

４ 事故の発生において、当事業所の責任がないと認められる場合、当事業所は損害

賠償責任を負わないものとします 

５ 対応の流れについては、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護 

支援事業者 

必要に応じて 

救急車要請 

ご家族に連絡 

医療機関 

受診 

経過観察 

事故報告書作成 

必要に応じて 

市町村等へ報告 
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居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

9. 苦情の受付について 

１ 当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

一 窓口設置場所 

住所 群馬県伊勢崎市曲沢町３８２－１ 

電話 ０２７０－２０－２５５６ 

二 窓口開設時間 

毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

三 担当者 

介護支援専門員 鈴木愛 

 

２ 対応の流れについては、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 行政機関その他苦情受付機関 

下記の公共機関でも受け付けていますのでご利用ください。 

伊勢崎市 介護保険課 ０２７０－２４－５１１１ 

前橋市 介護高齢課 ０２７－８９８－６１３２ 

みどり市 介護高齢課 ０２７７－７６－０９７４ 

桐生市 保健福祉部 長寿支援課 ０２７７－４６－１１１１（内線３９１） 

玉村町 健康福祉課 介護保険係 ０２７０－６４－７７０５ 

群馬県介護高齢課 介護保険係 ０２７－２２６－２５６２ 

群馬県国民健康保険 

団体連合会介護保険課 
０２７－２９０－１３２３ 

 

苦情・相談窓口 
苦情・相談受付 

担当者 
相談者 

管理者 

サービス担当者 

会議 
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居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

10. 虐待の禁止 

当事業所では従業者への教育を徹底するとともに、いかなる場合においても利用

者に対する虐待行為は行いません。 

 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 責任者 管理者 鈴木愛 

11. 身体拘束の禁止 

当事業所では原則として身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ない

ません。ただし、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむ

を得ない場合はこの限りではありません。行動を制限する場合は、利用者、利用者

の家族等に十分な説明を行い同意を得るとともに、その態様及び期間、その際の利

用者の心身の状況並びにやむを得ない理由及び経過について記録します。 
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居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

12. ハラスメントの防止対策 

１ 事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が

築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相

当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

一 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

二 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

三 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となり

ます。 

２ ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防

止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

３ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施しま

す。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状

況の把握に努めます。 

４ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環

境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

５ 対応の流れについては、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口 
相談受付 

担当者 
相談者 

管理者 

サービス担当者 

会議 
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居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

居宅介護支援の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い、同意を得て、

交付しました。 

 

 令和   年   月   日 

 

 事業者 

  住所 群馬県伊勢崎市曲沢町３８２－１ 

  名称 株式会社吉田の介護 

   代表取締役  藤生伸也  印 

 説明者 

  ケアプランセンターこころの宿 

   管理者 鈴木愛   印 

 

 契約者 (利用者) 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、内容に

同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 

  住所                                  

  氏名      印 

  代筆者 

  氏名      印 

  続柄（契約者との関係）    

  理由 □契約者記入不可の為 

     □その他(      ) 

 

 代理人 (ご家族) 

  住所                           

  氏名      印 

  契約者との関係      

 ＊契約者と代理人が同一の場合は、代理人欄に「同上」と記載。 


